
【変更内容の骨子】 
平成２１年 ７月 

１．改定のポイント 
 今回の規約改訂のポイントは以下のとおりです。 
 

① 当社回線設備の帯域を著しく占有して利用している場合に帯域制限を行なう規定を追加し

ました。 
 ② 会員資格を休止する場合の規定を追加しました。 
    ③ 会員資格の取り消し条件についての規定を追加しました。 

④ サービス停止に伴い＋ダイアルアップ接続サービス、専用線接続サービスに関する規約 
を削除しました。 

⑤ 資料名称を「サービス案内/料金表」に変更しました。 
⑥ サービス適用回線品目を変更しました。 
⑦ 提供サービス品目を変更しました。 
⑧ 固定 IP サービスに関する規約を削除しました。 
⑨ 提供ディスクスペースの容量を変更しました。 
⑩ バーチャルドメインサービスの契約条件を変更しました。 
⑪ サポートサービス提供条件を変更しました。 
⑫ サービス及び提供条件、料金体系を変更しました。 

 
２．規約の改定内容について 

①当社回線設備の帯域を著しく占有して利用している場合の帯域制限 
適用規約：基本利用規約 

旧 新 解説 
第８条（利用の制限） 

  当社は、会員もしくは付帯会員が以

下の各号のいずれかに該当する場合は、

当該会員の承諾を得ることなく、当該会

員の当社サービスの利用を制限すること

があります。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第８条（利用の制限） 

  当社は、会員もしくは付帯会員が以

下の各号のいずれかに該当する場合は、

当該会員の承諾を得ることなく、当該会

員の当社サービスの利用を制限すること

があります。この制限は、当社サービス

の全機能の提供停止、一部機能の提供停

止、通信帯域制限もしくはこれらに類す

る措置となり、そのときの状況により一

時的もしくは恒久的に実施されます。ま

た、これらの利用制限の実施については、

必要に応じて該当する会員に対して連絡

し、必要となる対応を依頼することがあ

ります。 

 

 

当社サービス利用の際に、（１）～（５）

に該当するケースが認められた場合お客

様へのサービス提供を制限することがあ

ります。 

今回、制限方法について具体的な明記を

行ないました。 

 

（例） 

ウイルス感染やパスワード漏洩等の場合

は一時的な利用制限とし、適切な処置が

完了した場合にサービス提供を再開しま

す。 

大量のメール送信、大容量データのアッ

プロード等が日常的に行なわれ、当社回



（中略） 

 

 

 

 

(3)電話、ＦＡＸ、電子メール、郵便等

により当社から当該会員に連絡がとれな

い場合。  

(4)上記各号の他、当社が緊急性が高い

と認めた場合。 

（中略） 

 

(3)大量のデータ通信を行い、当社通信

設備の帯域を著しく占有して利用してい

る場合。 

(4)電話、ＦＡＸ、電子メール、郵便等

により当社から当該会員に連絡がとれな

い場合。  

(5)上記各号の他、当社が緊急性が高い

と認めた場合。 

線の帯域を圧迫しているような場合は、

他の会員の利用帯域を確保する目的で帯

域制御を恒久的に行ないます。 

 

いずれの場合も、必要に応じて該当する

会員に対して情報提供、改善指示、警告

等をメールや電話等で行なうことがあり

ます。 

 

 

 
 ② 会員資格を休止する場合 

適用規約：基本利用規約 
旧 新 解説 

第 15 条（退会） 

会員が退会する場合は、退会しようとす

る日の１ヶ月前までに文書により当社に

届け出るものとし、当社に対する債務の

全額を直ちに支払うものとします。この

場合、当社は、既にお支払いいただいた

利用料金及び利用権の払い戻しなどは一

切行いません。 

第 15 条（退会および休止） 

会員が退会する場合は、退会しようとす

る日の１ヶ月前までに文書により当社に

届け出るものとし、当社に対する債務の

全額を直ちに支払うものとします。この

場合、当社は、既にお支払いいただいた

利用料金及び利用権の払い戻しなどは一

切行いません。 

２．会員は自己の都合により一時的に当

社サービスの利用を停止したい場合は、

休止を申し込むことができます。休止の

期間中は会員資格を喪失することはあり

ません。休止期間は、申し込みを行なう

日の暦月の翌月以降で会員が希望する暦

月の１日から同暦月末日までとし、その

期間、会員は当社サービスが利用できな

いことを条件として、当該月の利用料金

を支払う義務を負いません。 

 

３．１回の休止期間は最大１２ヶ月間と

します。休止期間満了後の対応について

は、以下の各号のとおりとします。 

 

(1) 休止申し入れの際、休止期間満了

後のサービス再開に同意している場合

 

メールアドレス等の設定を変更すること

なく、会員はサービスの「休止」を求め

ることができます。 

休止は、長期の出張や入院など、会員の

皆様のご都合で申し込むことができま

す。 

「休止」の場合、再開時のメールアドレ

ス設定や初期登録料の負担がありませ

ん。また、休止期間は当社サービスの利

用はできませんが、かわりに利用料金が

課金されません。 

 

休止は暦月の１ヶ月単位に、最大で１年

間お受けいたします。従いまして、月途

中の休止・再開は原則として行ないませ

ん。また、日割り等の対応も行ないませ

ん。 

 

休止の際はサービス休止申込書をご提示

いただきます。その際、再開の期日につ

いてもあわせてご指定いただきます。申

し込みの段階で再開期日が未定の場合

は、後日、サービス再開申込書をご提示

いただくようになります。 



は、休止期間満了日の翌日から当社サー

ビスの提供および課金を再開します。 

 

(2) 休止申し入れの際、休止期間満了

後のサービス再開に同意していない場合

で、休止期間満了日（満了日が当社の営

業日でない場合はその翌営業日）の当社

営業時間までに再開の申し入れを行なう

ことで、休止期間満了日の翌日（満了日

が当社の営業日でない場合はその翌々営

業日）から当社サービスの提供および課

金を再開します。 

(3) 休止申し入れの際、休止期間満了後

のサービス再開に同意していない場合

で、休止期間満了日（満了日が当社の営

業日でない場合はその翌営業日）の当社

営業時間までに再開の申し入れがなかっ

た場合は、当該会員が当社サービス利用

を再開する意思がないものとみなし、休

止期間満了日をもって、当該会員を退会

処分とします。なお、この場合の退会処

分は、当該会員が後に当社サービスの再

利用を希望し入会手続を行った際に、そ

の承認を妨げる理由とはなりません。 

なお、再開は申し込みを行なった月の翌

月の１日からの再開となりますので、月

途中からサービスを利用したい場合も、

希望月の１日からの利用となりますので

ご注意ください。 

 

 

 

 

 

 

 

休止後、再開がなされず、１年間を経過

した場合、該当する会員の方については、

再開の意思がないとみなし、自動的に退

会扱いとされます。 

なお、お客様が再入会する場合、この退

会処分を理由としてお申し込みをお断り

することはありませんが、新規の申し込

み扱いとなりますのでメールアドレスの

変更や初期登録料のご負担をお願いいた

します。 

 

 
③ 会員資格の取り消し条件 

適用規約：基本利用規約： 
旧 新 解説 

（なし） 

 

第 16 条（会員資格の取消）第２項 

 ２．会員が死亡、失踪等により当社と

連絡が取れないもしくは当社サービスの

利用料金の支払いが期待できない状態で

あることを当社が知りえた場合、当社は

当該会員の資格を直ちに取り消すことが

できます。ただし、第 19 条（法人会員に

おける権利の移転）または第 20 条（個人

会員における権利の移転）に該当する場

合はその限りでありません。 

 

 

個人会員においては死亡、失踪、自己破

産等、法人会員においては倒産、民事再

生法適用等があった場合で、かつ当社へ

の申告がなかった場合が条件となりま

す。 

当社会員に上記の事項があったことを報

道、第三者からの情報提供等で知りえた

場合は、直ちに会員資格を取り消すこと

があります。 



 ④ ＋ダイアルアップサービス、専用線接続サービスの削除 
  適用規約：ダイアルアップ接続サービス利用規約 

旧 新 解説 
第 3 条（提供サービス） 

 ３．当社が提供するフレッツ接続サー

ビスを利用する会員が本サービスの提供

を同時に利用する場合は、「＋（プラス） 

ダイアルアップサービス」として取り

扱います。「＋（プラス）ダイアルアップ

サービス」は、フレッツ接続サービ 

ス会員に限定した付加サービスであり、

料金表に定める月額料金を支払うことで

利用することができます。 

 

（削除） 

 

 

＋（プラス）ダイアルアップサービス、

専用線接続サービスの提供停止に伴い、

サービスに関する規約を削除しました。

  
 適用規約：フレッツ接続サービス利用規約 

旧 新 解説 
第 3 条（提供サービス） 

 ３．当社が提供するフレッツ接続サー

ビスを利用する会員が本サービスの提供

を同時に利用する場合は、「＋（プラス） 

ダイアルアップサービス」として取り

扱います。「＋（プラス）ダイアルアップ

サービス」は、フレッツ接続サービ 

ス会員に限定した付加サービスであり、

料金表に定める月額料金を支払うことで

利用することができます。 

 

（削除） 

 

 

＋（プラス）ダイアルアップサービス、

専用線接続サービスの提供停止に伴い、

サービスに関する規約を削除しました。

  
 適用規約：ホームページ掲載サービス利用規約 

旧 新 解説 
第５条（サービス適用サービス品目） 

本サービスを利用するにあたり、会員は

以下に示す当社サービスのいずれかの利

用契約をしていなければなりません。 

(1)ダイヤルアップ接続サービス 

(2)フレッツＩＳＤＮ接続サービス 

(3)フレッツＡＤＳＬ接続サービス 

(4)Ｂフレッツ接続サービス 

第５条（サービス適用サービス品目） 

本サービスを利用するにあたり、会員は

以下に示す当社サービスのいずれかの利

用契約をしていなければなりません。 

(1)ダイヤルアップ接続サービス 

(2)フレッツＩＳＤＮ接続サービス 

(3)フレッツＡＤＳＬ接続サービス 

(4)Ｂフレッツ接続サービス 

 

＋（プラス）ダイアルアップサービス、

専用線接続サービスの提供停止に伴い、

サービスに関する規約を削除しました。



（ファミリープラン） 

(5)Ｂフレッツ接続サービス 

（マンションプラン） 

(6)Ｂフレッツ接続サービス 

（ベーシックプラン） 

(7)フレッツＩＳＤＮ 

＋ダイアルアップ接続サービス 

(8)フレッツＡＤＳＬ接続サービス 

＋ダイアルアップ接続サービス 

(9)専用線接続サービス 

 

（ファミリープラン） 

(5)Ｂフレッツ接続サービス 

（マンションプラン） 

(6)Ｂフレッツ接続サービス 

（ベーシックプラン） 

(7)フレッツＩＳＤＮ 

(8)フレッツＡＤＳＬ接続サービス 

  
 適用規約：サポートサービス利用規約 

旧 新 解説 
第５条（サービス適用サービス品目） 

本サービスを利用するにあたり、要請会

員は以下の各号に示す当社サービスのい

ずれかの利用契約をしていなければなり

ません。 

(1)ダイヤルアップ接続サービス 

(2)フレッツＩＳＤＮ接続サービス 

(3)フレッツＡＤＳＬ接続サービス 

(4)Ｂフレッツ接続サービス 

（ファミリープラン） 

(5)Ｂフレッツ接続サービス 

（マンションプラン） 

(6)Ｂフレッツ接続サービス 

（ベーシックプラン） 

(7)フレッツＩＳＤＮ 

＋ダイアルアップ接続サービス 

(8)フレッツＡＤＳＬ接続サービス 

＋ダイアルアップ接続サービス 

(9)専用線接続サービス 

 

第５条（サービス適用サービス品目） 

本サービスを利用するにあたり、要請会

員は以下の各号に示す当社サービスのい

ずれかの利用契約をしていなければなり

ません。 

(1)ダイヤルアップ接続サービス 

(2)フレッツＩＳＤＮ接続サービス 

(3)フレッツＡＤＳＬ接続サービス 

(4)Ｂフレッツ接続サービス 

（ハイパーファミリープラン） 

(5)Ｂフレッツ接続サービス 

（マンションプラン） 

(6)Ｂフレッツ接続サービス 

（ベーシックプラン） 

(7)フレッツＩＳＤＮ 

(8)フレッツＡＤＳＬ接続サービス 

(9)バーチャルドメインサービス 

 

 

＋（プラス）ダイアルアップサービス、

専用線接続サービスの提供停止に伴い、

サービスに関する規約を削除しました。

 
 
 
 
 



 ⑤ 資料名称の変更 
  適用規約：全規約 

旧 新 解説 
「提供サービス表」 「サービス案内／料金表」  

規約中の資料名称を変更しました。 

 
 ⑥ サービス適用回線品目の変更 
  適用規約：フレッツ接続サービス利用規約 

旧 新 解説 
第５条（サービス適用回線品目） 

本サービスを利用するにあたり、選択可

能なＢフレッツ、フレッツＡＤＳＬのサ

ービス品目は以下の各号のとおりとしま

す。 

(1)Ｂフレッツ 

・ハイパーファミリータイプ 

・ニューファミリータイプ 

・ベーシックタイプ 

・マンションタイプ 

(2)フレッツＡＤＳＬ 

・フレッツＡＤＳＬ モアⅢ 

（４７Ｍタイプ） 

・ フレッツＡＤＳＬ モアⅡ 

（４０Ｍタイプ） 

・ フレッツＡＤＳＬ モアⅡ 

（２４Ｍタイプ） 

・ フレッツＡＤＳＬ モア  

（１２Ｍタイプ） 

・フレッツＡＤＳＬ ８Ｍタイプ 

・フレッツＡＤＳＬ １．５Ｍタイプ 

 

第５条（サービス適用回線品目） 

本サービスを利用するにあたり、選択可

能なＢフレッツ、フレッツＡＤＳＬのサ

ービス品目は以下の各号のとおりとしま

す。 

(1)Ｂフレッツ 

・ハイパーファミリータイプ 

・ベーシックタイプ 

・マンションタイプ 

(2)フレッツＡＤＳＬ 

・東日本電信電話株式会社が提供するフ

レッツＡＤＳＬサービス 

 

東日本電信電話株式会社が提供するフレ

ッツサービス品目変更に伴い、サービス

適用回線品目を変更しました。 

 
⑦ 提供サービス品目の変更 
 適用規約：フレッツ接続サービス利用規約 

旧 新 解説 
第６条（提供サービス品目） 

本サービスを利用するにあたり、選択可

能なサービス品目と対応回線品目は以下

第６条（提供サービス品目） 

本サービスを利用するにあたり、選択可

能なサービス品目と対応回線品目は以下

 

 



の各号のとおりとします。 

(1)フレッツアクセス（ＩＳＤＮ） 

・フレッツＩＳＤＮ 

(2)フレッツアクセス（ＡＤＳＬ） 

・フレッツＡＤＳＬ モアⅢ 

（４７Ｍタイプ） 

・フレッツＡＤＳＬ モアⅡ 

（４０Ｍタイプ） 

・フレッツＡＤＳＬ モアⅡ 

（２４Ｍタイプ） 

・フレッツＡＤＳＬ モア  

（１２Ｍタイプ） 

・フレッツＡＤＳＬ ８Ｍタイプ 

・フレッツＡＤＳＬ １．５Ｍタイプ 

(3)Ｂフレッツアクセス 

（ハイパーファミリータイプ） 

・Ｂフレッツ ハイパーファミリータイプ 

・Ｂフレッツ ニューファミリータイプ 

(4)Ｂフレッツアクセス 

（マンションタイプ） 

・Ｂフレッツ マンションタイプ 

(5)Ｂフレッツアクセス 

（ベーシックプラン） 

・Ｂフレッツ ベーシックタイプ 

(6)（削 除） 

(7)（削 除） 

 

の各号のとおりとします。 

(1)フレッツアクセス（ＩＳＤＮ） 

・フレッツＩＳＤＮ 

(2)フレッツアクセス（ＡＤＳＬ） 

・フレッツＡＤＳＬ 

(3)Ｂフレッツアクセス 

（ハイパーファミリータイプ） 

・Ｂフレッツ ハイパーファミリータイ

プ 

(4)Ｂフレッツアクセス 

（マンションタイプ） 

・Ｂフレッツ マンションタイプ 

(5)Ｂフレッツアクセス 

（ベーシックプラン） 

・Ｂフレッツ ベーシックタイプ 

(6)（削 除） 

(7)（削 除） 

 

 
 ⑧固定 IP サービスに関する規約 
  適用規約：固定 IP サービス利用規約 
  固定 IP サービスに関し、サービス提供時のお客様の環境、数量、構築サポートの有無に 
  より、個別のお見積とご提供条件となる為、規約を削除いたしました。 
  サービス提供ご希望時にはお問い合わせの上、料金、条件についてご相談下さい。 
 
 
 
 
 
 



 ⑨提供ディスクスペースの容量を変更 
  適用規約：バーチャルドメインサービス利用規約 

旧 新 解説 
第３条（提供サービス） 

２．会員は、本サービスを利用すること

で、当社が保有するＷｅｂサーバで１０

ＭＢのディスクスペースを利用するこ 

とができます。 

第３条（提供サービス） 

２．会員は、本サービスを利用すること

で、当社が保有するＷｅｂサーバで１０

０ＭＢのディスクスペースを利用する

ことができます。 

 

提供するディスクスペースの基本容量を

10MB から 100MB に変更いたしました。

 

  
 適用規約：ホームページ掲載サービス利用規約 

旧 新 解説 
第３条（提供サービス） 

２．会員は、標準料金内において、当社

が保有するＷｅｂサーバで以下の各号に

定めるディスクスペースを利用するこ 

とができます。 

(1)非商用の場合 5MB 

(2)商用の場合 10MB 

第３条（提供サービス） 

２．会員は、標準料金内において、当社

が保有するＷｅｂサーバで以下の各号に

定めるディスクスペースを利用するこ 

とができます。 

(1)非商用の場合 100MB 

(2)商用の場合 100MB 

 

提供するディスクスペースの基本容量を

各 100MB に変更いたしました。 

 

 
 ⑩バーチャルドメインサービス利用条件変更 

適用規約：バーチャルドメインサービス利用規約 
旧 新 解説 

第５条（サービス適用サービス品目） 

本サービスを利用するにあたり、会員は

以下に示す当社サービスのいずれかの利

用契約をしていなければなりません。 

(1)ダイヤルアップ接続サービス 

(2)フレッツＩＳＤＮ接続サービス 

(3)フレッツＡＤＳＬ接続サービス 

(4)Ｂフレッツ接続サービス 

（ファミリープラン） 

(5)Ｂフレッツ接続サービス 

（マンションプラン） 

(6)Ｂフレッツ接続サービス 

（ベーシックプラン） 

(7)フレッツＩＳＤＮ 

＋ダイアルアップ接続サービス 

(8)フレッツＡＤＳＬ接続サービス 

＋ダイアルアップ接続サービス 

（削除）  

バーチャルドメインサービスを利用する

為に基本サービスの別途契約が必要でし

たが、バーチャルドメインサービス単体

でのご契約が可能になりました。 



(9)専用線接続サービス 

 
 ⑪ サポートサービス提供条件変更 
  適用規約：サポートサービス利用規約 

旧 新 解説 
第５条（サービス適用サービス品目） 

本サービスを利用するにあたり、要請会

員は以下の各号に示す当社サービスのい

ずれかの利用契約をしていなければなり

ません。 

(1)ダイヤルアップ接続サービス 

(2)フレッツＩＳＤＮ接続サービス 

(3)フレッツＡＤＳＬ接続サービス 

(4)Ｂフレッツ接続サービス 

（ファミリープラン） 

(5)Ｂフレッツ接続サービス 

（マンションプラン） 

(6)Ｂフレッツ接続サービス 

（ベーシックプラン） 

(7)フレッツＩＳＤＮ 

＋ダイアルアップ接続サービス 

(8)フレッツＡＤＳＬ接続サービス 

＋ダイアルアップ接続サービス 

(9)専用線接続サービス 

 

第９条（料金の計算と請求） 

２．本サービスを提供するにあたり、当

社からの片道の移動距離が１００Ｋｍを

超える場合、別途出張料金を申し受けま

す。 

 

第５条（サービス適用サービス品目） 

本サービスを利用するにあたり、要請会

員は以下の各号に示す当社サービスのい

ずれかの利用契約をしていなければなり

ません。 

(1)ダイヤルアップ接続サービス 

(2)フレッツＩＳＤＮ接続サービス 

(3)フレッツＡＤＳＬ接続サービス 

(4)Ｂフレッツ接続サービス 

（ハイパーファミリープラン） 

(5)Ｂフレッツ接続サービス 

（マンションプラン） 

(6)Ｂフレッツ接続サービス 

（ベーシックプラン） 

(7)フレッツＩＳＤＮ 

(8)フレッツＡＤＳＬ接続サービス 

(9)バーチャルドメインサービス 

 

 

 

第９条（料金の計算と請求） 

２．本サービスを提供するにあたり、サ

ービス提供場所が福島県郡山市外である

場合、別途出張料金を申し受けます。 

 

＋（プラス）ダイアルアップサービス、

専用線接続サービスの提供停止に伴い、

サービスに関する規約を削除しました。

また、バーチャルドメインサービスをあ

らたに適用サービスとして追加しまし

た。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出張料金発生条件を「当社から 100km を

超える場合」から「福島県郡山市以外」

に変更しました。 

 
 
 
 
 
 



 ⑫サービス及び提供条件、料金体系の変更 
  適用資料：サービス案内／料金表 

旧 新 解説 
2.フレッツアクセス 

(2)フレッツADSLサービスの対応回線は、

以下のとおりです。 

・フレッツADSL モアIII（47Mタイプ） 

・フレッツADSL モアII（40Mタイプ） 

・フレッツADSL モアII（24Mタイプ） 

・フレッツADSL モア（12Mタイプ） 

・フレッツADSL 8Mタイプ 

・フレッツ ADSL 1.5M タイプ 

 

6.バーチャルドメインサービス 

各項のディスクスペース 10MB 

 

 

6.ホームページ掲載サービス 

各項のディスクスペース 10MB 

 

 

10.セットアップ・サポートサービス 

当社からの実質移動距離が片道100Kmを超えた

場合、出張料金（\2,100）を別途申し受けます。 

 

2.フレッツアクセス 

(2)フレッツADSLサービスの対応回線は、

以下のとおりです。 

東日本電信電話株式会社が提供するフレ

ッツＡＤＳＬサービス 

 

 

 

 

 

6.バーチャルドメインサービス 

各項のディスクスペース 100MB 

 

 

6.ホームページ掲載サービス 

各項のディスクスペース 100MB 

 

 

10.セットアップ・サポートサービス 

サービス提供場所が福島県郡山市外である場

合、出張料金（\2,100）を別途申し受けます。

 

東日本電信電話株式会社が提供するフレ

ッツサービス品目変更に伴い、サービス

適用回線品目を変更しました。 

 

 

 

 

 

 

 

各項のディスクスペース単位を 10MB か

ら 100MB に変更しました。 

 

 

各項のディスクスペース単位を 10MB か

ら 100MB に変更しました。 

 

 

出張料金適用条件について、「当社から

100km を超えた場合」から「福島県郡山

市外である場合」に変更しました。 

 
 

以 上 
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